
周防大島町総合体育館利用上の注意事項 

 

※予約申込者が責任を持って利用者全員に周知徹底させてください。 

 

◆利用時間の厳守 

１．ご利用時間は、必ず守ってください。準備・片付けの時間も利用時間に含まれます。 

２．ご利用時間を超えた場合、別途延長料金が発生します。 

◆禁止事項 

１． アリーナでは、室内用シューズを履いてください。特に床に跡が残る靴底が黒いのは禁止します。 

２． 体育館内は禁煙です。喫煙場所は駐輪場横指定の場所で喫煙してください。 

３． アリーナは原則飲食禁止です。但し、水分補給のためにスポーツドリンク等を飲むことは可能です。飲

食についてはロビー及び２階観客席にて行ってください。 

４． 身体障害者補助犬を除く動物の入館はできません。 

５． 火気及び危険物等は持ち込まないでください。 

６． 体育館内では飲酒禁止です。また、酒気を帯びた方の利用はできません。 

７． 許可なく張り紙等をしないでください。 

８． 許可なく物品等の販売や宣伝、募金活動はできません。 

９． 許可なく施設の電源を使用しないでください。コンセントの個人的な使用（携帯やビデオカメラのバッ

テリーの充電等）は禁止です。 

◆災害対策・非常時の対応 

１．地震や火災等災害の発生時に備え、ご利用前に必ず非常灯・避難経路の周知徹底をお願いします。 

２．非常時には、避難誘導にご協力いただきますようお願いします。 

３．ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は玄関ホールに設置してあります。 

◆原状復帰 

１． ご利用後は移動や使用した器具や備品は必ず元の位置に戻し、モップがけ等清掃をしてください。 

２．ご利用時に発生したゴミは持ち帰ってください。 

３．アリーナにラインテープを張るときは利用者負担になります。使用後は剥いでください。 

◆損害賠償等 

１．貴重品は各自管理してください。紛失等の責任は負いません。 

２．ご利用中のケガについて、当施設の保険の適用はございません。万一に備えスポーツ保険等にご加入さ

れることをお勧めいたします。 

３．施設もしくは備品を破損や紛失した際は、速やかにスタッフに報告してください。また、原状復帰が原

則となっており損害額の賠償の義務が生じます。 

４．当駐車場における一切の事故につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 

◆その他 

１．アリーナで雨漏りが発生しましたら、転倒の恐れがありますので、雨漏り箇所を除き利用するか 

ご利用を中止してください。ご利用する場合は十分注意してください。 
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